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熊本県監査委員公告第６号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１項及び第４項の規定により、

平成３０年（２０１８年）１２月１０日から平成３１年（２０１９年）１月２９日まで

の間に実施した監査の結果に基づき講じた措置を、同条第１２項の規定により、次のと

おり公表する。 

令和元年（２０１９年）９月２６日 

熊本県監査委員  濱 田 義 之 

同        竹 中   潮 

同        渕 上 陽 一 

同        前 田 憲 秀 
 

監  査 

対象機関 
監 査 の 結 果 措 置 状 況 等 

教育委員

会 

松橋高等

学校 

（学校徴収金の取扱いについて） 

全学年共通の「進路一般会計」及

び「進路特別会計」において、長年

にわたって決算及び監査が行われて

おらず、卒業年次での精算及び保護

者への返還が行われていない。 

学校徴収金については、熊本県立

学校学校徴収金取扱要項等に基づ

き、公費に準じた適正な会計処理等

を行うこと。 

平成30年度(2018年度)は、「進路

一般会計」及び「進路特別会計」と

もに、決算、保護者による監査並び

に卒業年次での精算及び保護者への

精算残金の返金を行った。 

 今回の誤りの原因は、「進路一般

会計」及び「進路特別会計」につい

て、決算及び精算の手続を行う必要

があることを長年にわたって認識し

ていなかったことにあるため、再度、

教職員に学校徴収金の事務処理の流

れを周知徹底するとともに、引き続

き、熊本県立学校学校徴収金取扱要

項等に基づき、適切に決算及び精算

の手続を行うこととする。 

なお、「進路一般会計」及び「進路

特別会計」に発生している過去の卒

業生に係る精算残金は、卒業生ごと

の精算残金の算定及び保護者への返

金が困難であること、保護者から集

めた資金が財源であることから、Ｐ

ＴＡで受け入れることとした。 
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(体育施設使用料の過徴収について） 

体育施設使用料について、消費税

込みの金額に更に消費税分を加算し

10円未満の端数を四捨五入している

ため、徴収額が過大になっている。 

体育施設使用料の算定において

は、熊本県立学校体育施設の使用に

関する条例等に基づき、適正に処理

すること。 

過去5年間に遡って調査したとこ

ろ、体育施設の使用に係る使用料の

過徴収が23件あることが判明した。 

過年度分は、平成31年（2019年）4

月27日までに償還金の支出科目で支

出し返金をし、平成30年度（2018年

度）分は、令和元年（2019年）5月31

日までに収入金の戻出により返金を

した。 

今後は、同様な誤りを防止するた

め、事務処理の都度、根拠条例や主

管課の通知等を複数で確認し、適正

に事務を行うこととする。 

教育委員

会 

八代清流

高等学校 

（職員の交通事故について） 

公務中の過失割合が高い人身事故

が1件発生している。 

職員の交通安全意識の高揚を図る

とともに、交通事故に対する効果的

な防止策を講じること。 

職員会議、職員朝会等を活用し、

管理職から職員に対し交通事故防止

及び交通安全意識の高揚について継

続した注意喚起を実施するとともに

県内で発生した交通事故等について

情報を共有し、常に集中して運転す

るよう指導を行った。 

また、出張等で外出する職員に対

しては、時間に余裕を持つことや交

通安全意識を持ち運転することを適

宜指導した。 

平成30年（2018年）7月10日には、

不祥事防止研修を行い、学校長から

交通事故、交通違反防止を含めた不

祥事防止について指導及び注意喚起

を行った。 

今後も継続して職員会議等を活用

し、全職員に対して交通安全指導及

び注意喚起を行い、交通事故ゼロを

目指した取組を行うこととする。 

教育委員

会 

上天草高

等学校 

（職員の交通事故について） 

公務中の過失割合が高い人身事故

が1件発生している。 

職員の交通安全意識の高揚を図る

とともに、交通事故に対する効果的

な防止策を講じること。 

これまでも、職員の交通安全意識

の向上のため、全職員を対象とする

職員研修等を行うとともに、教頭が

転勤してきた職員を対象に交通事故

及び交通違反の防止に関して注意喚

起を行ってきた。 

 交通事故の発生後は、これらの取

組に加えて、毎月、管理職が安全運

転及び交通違反の防止に係るイラス

ト入り啓発資料を作成し、職員朝会

時に配布するとともに、平成30年（2

018年）7月には、教頭を講師として、

県教育委員会が作成した不祥事防止

研修用の資料を使用し、安全運転に
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関する職員研修を行った。 

また、管理職が時間に余裕を持っ

た通勤や出張、運転に集中できない

時の途中休憩等の声かけを適宜行っ

た。 

これらの取組の結果、新たな交通

事故及び交通違反は発生していない

ため、今後も、職員の交通安全意識

の高揚を図るための啓発活動を継続

していくこととする。 

教育委員

会 

熊本商業

高等学校 

（電話料金の支払遅延について） 

平成29年（2017年）9月分の電話料

金について支払が遅れたため、遅延

利息263円が発生している。 

支払手続において組織的なチェッ

ク体制の強化を図り、支払漏れの防

止に努めること。 

今回の誤りは、会計課に提出する

べき決裁後の支出命令書を誤って事

務室内で保管し、翌月の電話料金の

請求まで気付かなかったことに起因

するものである。 

電話料金の支払では、支出負担行

為書を起票せず、歳出整理表で支出

未済額を把握することができないた

め、今後、再発防止策として、次の

取組を徹底し、支払漏れを防止する

こととする。 

①会計課に提出するべき決裁後の書

類は、所定の保管場所で保管する。 

②支出命令書を起票したものについ

ては、定期的に複数人で支出未済

一覧表を確認し、支出命令書の提

出漏れ等をはじめとする支払手続

の進捗管理を行う。 

③支出命令書を起票していないもの

については、月末に複数人で支出

調書を確認し、支出命令書の起票

漏れ等による支払漏れを防止す

る。 

教育委員
会 
八代工業
高等学校 

（職員の交通事故について） 

 通勤中の司法処分が課された人身

事故が1件発生している。 

職員の交通安全意識の高揚を図る

とともに、交通事故に対する効果的

な防止策を講じること。 

職員に対し教育公務員として自覚

ある行動を取るよう、日頃より職員

朝会や職員会議の場で周知するとと

もに、再発防止に向けた研修を3回（

平成30年（2018年）4月、6月、8月）

実施した。 

4月は、①飲酒運転の根絶、②交通

事故及びその他の交通違反の防止等

について研修を行った。 

6月は、教職員の不祥事防止に関し

てグループワークを実施するととも

に、交通事故・交通違反発生後の職

員の事故処理フロー図を配付、説明

を行った。 
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 8月は、自動車学校から講師を招聘

し、交通講話を行っていただき、交

通安全意識の高揚を図った。 

今後も会議や研修などあらゆる機

会を捉え、交通事故・違反防止の注

意喚起を行うなど所属全体で再発防

止に取り組んでいくこととする。 

教育委員
会 
天草工業
高等学校 

（舎監の宿日直勤務について） 

天草地域共同寄宿舎男子寮亀川寮

の宿日直勤務について、宿直勤務を

週2回以上、日直勤務を月3回以上さ

せているものがある。 

宿日直勤務については、労働基準

局通知及び人事委員会許可に基づ

き、勤務回数を遵守すること。 

今回の誤りは、管理職及び舎監が

労働基準法に基づき宿日直勤務の回

数に制限が加えられていることを認

識していなかったことによるもので

ある。 

 今回の指摘後、校長が管理職及び

舎監に人事委員会が許可した宿日直

勤務の回数（宿直勤務：月5回、日直

勤務：月2回）を周知し、遵守するよ

う指示するとともに、次の改善措置

等を講じた。 

① 計画的に宿日直勤務を割り当て

るため、令和元年度（2019年度）

は、舎監を2人増員し、12人体制と

する。 

② 宿日直勤務計画の決裁に当たっ

て、管理職が宿日直勤務の回数が

人事委員会の許可の範囲内である

か確認する。 

また、宿日直勤務計画を変更せ

ざるを得ない場合は、舎監長が人

事委員会の許可の範囲内で宿日直

勤務の回数を調整する。 

③ 舎監日誌の回覧に当たって、管 

理職が宿日直勤務計画との異同を 

確認し、宿日直勤務の回数が許可

の範囲内であるか確認する。 

教育委員
会 
鹿本農業
高等学校 

（職員の交通事故について） 

私用中の司法処分が課された人身

事故が1件発生している。 

職員の交通安全意識の高揚を図る

とともに、交通事故に対する効果的

な防止策を講じること。 

 平成30年（2018年）8月5日の交通

事故の発生を受けて、9月27日、10月

25日及び12月17日の職員朝会におい

て、教頭から教職員の綱紀保持、交

通事故等の防止、安全運転等に関し

て注意喚起を行った。 

 また、8月20日の職員研修において

飲酒運転をはじめとする不祥事事案

に関する事例演習を行うとともに、

平成31年（2019年）1月7日の職員研

修において、交通事故、交通法規違

反をはじめとする不祥事防止研修を

行った。 
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今後も、職員朝会、職員研修、校

務支援システム（ゆうｎｅｔ）を活

用し、交通安全意識の高揚につなが

る注意喚起、啓発活動等を継続する

こととする。 

教育委員
会 
菊池農業
高等学校 

（特殊勤務手当について） 

教員特殊勤務手当（対外運動競技

等引率指導業務）について、支給対

象者に支給していないものがある。 

熊本県立学校職員の給与に関する

条例等に基づき、適正に事務処理を

行い、組織的なチェックを行うこと。 

指摘を受けて調査した結果、8件12

7,500円の未支給が判明したため、平

成31年（2019年）1月に支給対象者に

追給を行った。 

今回の誤りは、手当の支給要件の

認識不足及び確認不足、手当の支給

要件の一つである宿泊を伴う出張に

関し給与担当者及び旅費担当者の連

携不足に起因するものであるため、

再度、事務職員に対して手当の支給

要件の周知徹底を図った。 

また、手当の支給に当たっては、

旅費担当者と給与担当者とが主査・

副査となり、相互で支給要件を確認

するとともに、さらに管理職を含め

た事務室内で勤務実績報告の相互チ

ェックを徹底し、支給漏れを防止す

る。 

教育委員
会 
八代農業
高等学校 

（職員の交通事故について） 

公務中の過失割合が高い人身事故

が1件、物損事故が1件発生している。 

職員の交通安全意識の高揚を図る

とともに、交通事故に対する効果的

な防止策を講じること。 

定期監査翌日の職員朝会において

校長より交通事故等の防止、特に公

務中の事故について注意喚起を行い

交通法規遵守について周知を徹底し

た。 

また、令和元年度（2019年度）当

初の職員会議においても、交通法規

・交通マナーの遵守について周知を

徹底した。 

今後、交通事故等の防止対策とし

て、令和元年（2019 年）8 月実施の

職員研修において、所属で起こった

事故の傾向等を周知するとともに、

職員が事故等の経験をお互いに共有

することで、事故防止への意識の高

揚を図った。 

また、職員朝会において、全国交

通安全週間や交通事故の報道等を適

宜周知し、安全運転について啓発し、

注意喚起を図ることで、交通事故等

の防止を徹底する。 
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教育委員
会 
天草拓心
高等学校 
 

（障害者雇用促進企業等からの追加

見積について） 

前年度監査において、学校経営案

印刷及び学校案内パンフレット印刷

の物品調達の際に障害者雇用促進企

業等から1者追加して見積書を徴取

していなかったため注意事項として

改善を求めていたが、改善されてい

ない。 

障害者雇用促進企業等からの物品

等の調達に関する要綱に基づき、障

害者雇用促進企業等を1者追加して

見積書を徴取すること。 

（本渡校舎） 

今回の誤りは、制度の対象となる

物品の調達時において、制度の理解

不足により、障害者雇用促進企業等

からの物品等の調達に関する要綱に

規定する障害者雇用促進企業等では

なく、障害者支援施設等を1者追加し

て見積書を徴取していたことに起因

する。 

再度指摘を受けた後、事務職員に

同要綱を配布し、制度の趣旨及び内

容についてあらためて周知し理解を

深めた。また、調達する物品が制度

の対象となる物品に該当するか複数

人でチェックする体制を整えた。 

 その後、平成31年（2019年）2月22

日、4月10日に制度の対象となる印刷

物の調達を行ったが、同要綱に基づ

き、適切に障害者雇用促進企業等を1

者追加して見積書を徴取した。 

今後も、同要綱に基づき、適切に

事務を執り行うこととする。 

（備品の管理及び処分について） 

 備品の管理及び処分について、次

の課題がある。 

(1) 重要備品であるボイラー、冷凍

機及び一般備品である実験台等につ

いて、一連の処分手続を行わないま

ま処分している。 

(2) 重要備品であるパン焼き釜につ

いて、教育長の物品不用決定の承認

を受けないまま処分している。 

(3) 一般備品の所在が不明なものが

ある。 

熊本県物品取扱規則等に基づき、

備品の管理及び処分は適正に行うこ

と。 

（本渡校舎） 

ボイラー、冷凍機、パン焼き釜、

実験台等については、熊本県物品取

扱規則等に基づき処分手続を完了し

た。 

また、監査時に所在が不明であっ

た顕微鏡、乾燥箱2点、棚（鋼製）に

ついて、顕微鏡は現物を確認し、乾

燥箱2点は平成27年度（2015年度）に

処分したものの備品異動の申請手続

を行っていなかったことが判明した

ため、熊本県物品取扱規則に基づく

所定の手続を行った。棚（鋼製）は

物品亡失の手続を行った。 

 今回の誤りは、備品の管理体制が

不十分であることに起因するもので

あるため、物品の管理の適正化を全

教職員共通の課題とし、平成31年（2

019年）4月の職員会議において次の

取組を確実に行うことを文書及び口

頭により周知徹底した。 

①年度当初において、備品の使用責

任者が使用備品整理簿により備品

の現物確認を行うこと。 

②備品の処分において、処分する備

品の選定時及び実際の処分時に、

使用備品整理簿、重要備品台帳等
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により備品の使用責任者と事務室

の物品担当者とで現物確認を行う

こと。 

教育委員
会 
球磨支援
学校 

（職員の交通事故について） 

公務中の過失割合が高い人身事故

が1件発生している。 

職員の交通安全意識の高揚を図る

とともに、交通事故に対する効果的

な防止策を講じること。 

職員朝会において、事務長が全職

員に対して、本件の交通事故の概要

と特に公務中の事故発生が学校や県

民に与える影響等について説明をし

た。 

また、交通違反及び交通事故に関

する新聞記事等を紹介し、定期的に

交通法規違反防止の啓発を行った。 

今後も、職員朝会等を活用し、交

通違反及び交通事故の防止について

注意喚起を継続するとともに、令和

元年（2019 年）8 月実施の不祥事防

止研修において、交通事故、飲酒運

転防止等に関する研修を行い、法令

遵守意識の徹底を図った。 

  


